
平成 30年 第 3回 筑紫野市議会定例会（９月） 

提出議案について 

 

 平成 30 年第 3 回筑紫野市議会定例会（会期：8 月 29 日から 9 月 21 日まで）に次の議

案を提案しましたので、その内容をお知らせします。 

諮問第 2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員は、人権擁護委員法第６条第１項の規定に基づき、法務大臣が委嘱すること

になっていますが、市長は、当該市の議会議員の選挙権を有する住民の中から、議会の意見

を聴いて、候補者を推薦することになっています。つきましては、現委員であります寺田恵

子氏が、本年 12 月 31 日をもって任期満了となり退任されますので、その後任として、青

笹祥子氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求め

るものです。 

認定第 1号 平成 29年度筑紫野市一般会計歳入歳出決算の認定について 

歳入決算額は、３３６億１千９６９万６千２９０円、これに対する歳出決算額は、３２６

億８千３８７万４千５００円です。これを差し引きいたしました形式収支は、９億３千５８

２万１千７９０円の黒字となっています。 

認定第２号 
平成 29 年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

歳入決算額は、１１０億１千４４４万９千７４６円、これに対する歳出決算額は、１０９

億９千４８１万７千５１６円です。これを差し引きいたしました形式収支は、１千９６３万

２千２３０円の黒字となっています。 

認定第３号 
平成 29 年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

歳入決算額は、１千５２１万７千４７円、これに対する歳出決算額は、３７９万４千７８

６円です。これを差し引きいたしました形式収支は、１千１４２万２千２６１円の黒字とな

っています。 

認定第４号 
平成 29 年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 



歳入歳出決算額ともに、７１７万９千５１４円となっています。 

 認定第５号 平成 29年度筑紫野市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

歳入決算額は、６４億４千８６９万８千８０８円、これに対する歳出決算額は、６３億７

千５１２万９千５２８円です。これを差し引きいたしました形式収支は、７千３５６万９千

２８０円の黒字となっています。 

認定第６号 
平成 29 年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

歳入決算額は、２２億３千１１６万２千５０９円、これに対する歳出決算額は、２１億８

千６１２万４千６８５円です。これを差し引きいたしました形式収支は、４千５０３万７千

８２４円の黒字となっています。 

認定第７号 
平成 29 年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

歳入歳出決算額ともに、２億２千５５９万７千１８３円となっています。 

認定第８号 
平成 29 年度筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

歳入歳出決算額ともに、１千４０万４千６２６円となっています。 

認定第９号 平成 29年度筑紫野市二日市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

歳入決算額は、３１５万８千５３０円、これに対する歳出決算額は、２９７万８千４９９

円です。これを差し引きいたしました形式収支は、１８万３１円の黒字となっています。 

認定第１０号 平成 29年度筑紫野市御笠財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

歳入決算額は、８３６万４千９７円、これに対する歳出決算額は、７８３万４千８７８円

です。これを差し引きいたしました形式収支は、５２万９千２１９円の黒字となっています。 

認定第１１号 
平成 29 年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

歳入歳出決算額ともに、１千９１８万１千８２９円となっています。なお、この財産区の

決算認定は、二日市財産区は８月 20 日に、御笠財産区は８月 22 日に、平等寺山財産区は

８月 27日に、それぞれの管理会が開催され、同意を得ています。 



認定第１２号 平成 29年度筑紫野市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

収益的収支の決算額は、収入総額２０億６千６２３万５千４５６円、支出総額１７億１千

７１８万１千８５０円で、損益計算書において、３億２千２５４万８千８４５円の純利益が

生じています。なお、当年度純利益を含む未処分利益剰余金の処分につきましては、減債積

立金へ２億２千５７８万４千円、建設改良積立金へ９千６７６万４千円を、それぞれ積み立

てるものです。また 資本的収支は、収入総額３億９千４９６万９千１１７円、支出総額８

億９千５７６万５千４９７円、不足する５億７９万６千３８０円につきましては、損益勘定

留保資金等で補填しています。 

認定第１３号 
平成 29 年度筑紫野市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

収益的収支の決算額は、収入総額２４億３千１８４万７千９７４円、支出総額２１億４千

５２５万６千１９５円で、損益計算書において、２億６千８２３万５千７４３円の純利益が

生じています。なお、当年度純利益を含む未処分利益剰余金の処分につきましては、減債積

立金へ２億６千８２３万５千円積み立て、資本金へ６億１千５５８万８千１１８円を組み入

れるものです。また資本的収支は、収入総額９億２千４５４万８千１７３円、支出総額１５

億６千２７３万９千３７８円、不足する６億３千８１９万１千２０５円につきましては、損

益勘定留保資金等で補填しています。 

報告第 6号 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく平成 29 年度筑紫野市

健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成 29 年度決算における 

健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、監査委員の審査に付し、その意見を付けて

報告するものです。健全化判断比率のうち、実質赤字比率につきましては、実質赤字額がな

いことから、「数値なし」という意味である、ハイフンで記載しています。 

次に、連結実質赤字比率については、本市においては、すべての会計において実質収支は

黒字であり、連結実質赤字額がないことから、実質赤字同様に「数値なし」となっています。 

次に、実質公債費比率については、平成 29 年度の比率は 5.5％となり、早期健全化基準

の２５％を下回ったものとなっています。 

次に、将来負担比率については、算定結果がマイナスとなったため、「数値なし」となっ



ています。 

最後に、資金不足比率については、本市の水道事業会計、下水道事業会計、農業集落排水

事業特別会計ともに、資金不足はありませんので、「数値なし」となっています。 

報告第 7号 筑紫野市土地開発公社事業等の報告について 

総括について、一般庶務事項としましては、理事会を３回開催し、６件の議案について審

議がなされ、全て原案のとおり可決されたところでございます。役員につきましては３名、

職員につきましては１名が交代しています。 

事業計画の執行状況について、取得につきましては、台帳番号７０番「教育施設用地事業」

で、面積は６，８６７㎡、取得額は９，５００万円です。処分につきましては、台帳番号４

９番「筑紫駅西口土地区画整理事業」用地の一部 ３，２０８㎡を１億３，７３７万７，０

２８円で市へ売却しています。 

財務の状況について、平成２９年度は、「筑紫駅西口土地区画整理事業」の処分を行いま

したが、当期純損失が１６４万３，５９１円となり、準備金合計は３億４，０７３万４，３

７９円となっています。借入金の期末残高につきましては、短期借入金の５億８，５００万

円で、前年度比３，２２７万２，６５７円の減となっています。保有土地につきましては、

期首残高９億５，１３９万９，４２６円に対し、当期増加高９，５７７万６，０８９円、当

期減少高１億３，３３０万９，６０８円となりましたことから、平成２９年度の期末残高は

９億１，３８６万５，９０７円となっています。 

また、監査報告につきましては、本年５月２２日に監事による監査が実施され、内容は適

正であることの報告を受けています。 

報告第 8号 公益財団法人筑紫野市文化振興財団事業等の報告について 

文化振興財団の事業は、筑紫野市より指定管理者として受託しております筑紫野市文化会

館の管理・運営に伴うものです。合計入場者数は１０万２，０７４人、使用料は２，７７８

万６，２００円です。なお、使用料につきましては、公的使用は減免制度があり、その減免

額が１，８６４万３，６５０円となっており、実質の納入額は９１４万２，５５０円です。 

公演事業の状況は、２９年度のテーマを「『響き 輝く（ひびき かがやく）』～ 一人ひと

りの輝きが広がり、響き合う ～」とし、その具体化のため「第十一回ちくしの寄席 立川生

志“ふるさと応援”落語会」「ものまねエンターテイメント！ コロッケコンサート～笑う顔に



は福来たる！」など１６事業を開催しました。公演事業の座席数に対します入場者率は、平

成２９年度は、９３．１％となっています。 

公益財団法人の会計は、公益法人会計基準に基づいて、公演事業と文化会館の公益目的で

の貸与に関する「公益目的事業会計」、文化会館の公益目的外での貸与及び物品販売手数料

の収入に関する「収益事業等会計」、財団の組織運営に関する「法人会計」の３つの会計で

構成しています。金額については、消費税を抜いた金額になっており、まず経常収益の合計

は、８，６６２万２，６０４円です。収入の主なものは、筑紫野市からの指定管理受託収入

７，７５２万円です。次に、経常費用の合計は、８，４７３万１，２６６円です。その主な

ものは、公益目的事業会計の事業費５，５９２万３，２８１円で、公演事業及び清掃等に関

する委託費、人件費、施設の光熱水費等です。 

収入から支出を引きました当期経常増減額は１８９万１，３３８円となり、これが当年度

の収支となるものです。一般正味財産期末残高１，９８８万７，７８７円と指定正味財産期

末残高１，５００万円を加えますと３，４８８万７，７８７円となりまして、この額が財団

の正味財産期末残高となるものです。  

議案第 57号 財産（物品）の取得について 

本件は、コミュニティバスの運行に要する車両を購入するため、地方自治法第 96 条第１

項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により、議会の議決を求めるものです。取得する財産は、マイクロバス、車両２台。取得

の方法は、随意契約。取得金額は、２千９９６万９６０円。契約の相手方は、福岡市東区箱

崎ふ頭５の４の 17、三菱ふそうトラック・バス株式会社 バス事業本部 バス販売部九州

地区担当部長 舛田忠弘 氏 です。 

議案第 58号 筑紫野市公告式条例の一部を改正する条例の制定について 

本件は、平成 31 年４月から、二日市コミュニティセンター内に二日市出張所を開設する

ことに伴い、条例の一部を改正するものです。 

議案第 59号 筑紫野市役所出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

本件も前号同様、二日市出張所を開設することに伴い、条例の一部を改正するものです。 

議案第 60号 
筑紫野市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 



本件は、第三者行為損害賠償求償事務の手続きを軽減するため、条例の一部を改正するも

のです。 

議案第 61号 
筑紫野市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

本件も前号と同様に、条例の一部を改正するものです。 

議案第 62号 
筑紫野市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

本件も前号と同様に、条例の一部を改正するものです。 

議案第 63号 筑紫野市地域コミュニティ推進条例の一部を改正する条例の制定について 

本件は、「御笠まちづくり振興会」が、「御笠まちづくり協議会」に名称変更したことに伴

い、条例の一部を改正するものです。 

議案第 64号 財産（土地）の取得について 

本件は、教育施設用地を取得するため、地方自治法第 96 条第１項第８号及び議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求

めるものです。買収する物件は、筑紫野市紫一丁目５７４番１、宅地、ほか１筆で、面積の

合計は、６千８６６．８８平方メートル。買収予定金額は、９千８６３万４千９５３円。買

収の相手方は、筑紫野市土地開発公社です。 

議案第 65号 筑紫野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

本件は、介護保険法施行令の改正による引用条項の変更と、地域密着型サービス事業者の

指定にかかる看護小規模多機能型居宅介護の指定要件の変更のため、条例の一部を改正する

ものです。 

議案第 66号 
筑紫野市立山家幼稚園保育料徴収条例の全部を改正する条例の制定につい

て 

本件は、筑紫野市立山家幼稚園の入園料及び利用者負担額の上限額を規定するなど、必要

な見直しを行うため、条例の全部を改正するものです。 

議案第 67号 
筑紫野市小地区公民館設置補助条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 



本件は、公民館が自助を念頭に、自主的に管理運営される施設又は自治組織であることを

踏まえ、平成 30年５月 12日に開催されました平成 30年度筑紫野市小地区公民館連絡協議

会総会において、「小地区公民館」から「自治公民館」に改称する方針が決議されたことに

伴い、条例の一部を改正するものです。 

議案第 6８号 筑紫野市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

本件は、水道利用加入金の額の算出方法のうち、事業用の受水槽給水施設における算出方

法を変更するため、条例の一部を改正するものです。 

議案第 69号 筑紫野市一般会計補正予算（第 2号）について 

補正の主な内容は、歳出予算としては、公共施設等整備基金への積立として４億１千３１

３万円、二日市中学校隣接地の土地購入費として９千８６３万５千円、７月豪雨に伴う災害

関連予算として、総額１１億５千３７３万２千円などを、増額するものです。 

これに見合いの歳入予算としては、災害復旧費国庫負担金４億２千４５０万円、災害復旧

費県補助金８千８４５万４千円、基金繰入金２億９千８３８万７千円などを増額するもので

す。このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１８億４千７７６万４千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５８億６千６３２万６千円とするものです。 

また、「債務負担行為補正」としましては、「追加の場合」で１件の４３９万３千円、一部

事務組合分として４件の２千４４６万円を計上しています。「地方債補正」につきましては、

「変更の場合」として３件の４億３０７万３千円を増額し、計上しています。 

議案第 70号 筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

補正の主な内容は、歳出予算としては、システム構築業務委託料９７９万９千円などを増

額するものです。これに見合いの歳入予算としては、前年度繰越金１千９６３万１千円など

を増額するものです。このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３千２３５万８

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９７億９千１５２万３千円とするも

のです。 

議案第 71号 平成 30年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

補正の主な内容は、歳出予算としては、予備費７千２４４万３千円などを増額するもので

す。これに見合いの歳入予算としては、前年度繰越金７千３５６万８千円などを増額するも

のです。このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７千７７６万５千円を追加し、



歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ６３億８千２１８万円とするものです。 

議案第 72号 
平成 30年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

補正の主な内容は、歳出予算としては、広域連合納付金４千３５１万２千円などを増額す

るものです。これに見合いの歳入予算としては、前年度繰越金４千５０３万７千円を増額す

るものです。このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４千５０３万７千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３億１千２４９万８千円とするものです。 

  

 

 


